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○
内
閣
府
告
示
第
六
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

岩
見
沢
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

Ｉ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

岩
見
沢
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

空
中
線
利
得
を
増
大
し
た
五

帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
導
入
事
業

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

GHz

（
四
〇
五
）
及
び
電
気
通
信
業
務
以
外
で
の
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
活
用
事
業
（
四
〇
六
）



- 2 -

○
内
閣
府
告
示
第
七
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

稚
内
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

国
際
交
流
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

稚
内
港
臨
港
地
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

臨
時
開
庁
手
数
料
の
軽
減
に
よ
る
貿
易
の
促
進
事
業

税

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

（
七
〇
一
）
及
び

（
七
〇
二
）

関
の
執
務
時
間
外
に
お
け
る
通
関
体
制
の
整
備
に
よ
る
貿
易
の
促
進
事
業
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○
内
閣
府
告
示
第
七
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

北
海
道
空
知
郡
南
幌
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

企
業
立
地
促
進
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

北
海
道
空
知
郡
南
幌
町
の
区
域
の
一
部
（
南
幌
工
業
団
地
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

（
四
〇
三
）

土
地
開
発
公
社
の
所
有
す
る
造
成
地
の
賃
貸
事
業
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○
内
閣
府
告
示
第
七
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

北
海
道
上
川
郡
清
水
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

文
化
の
ま
ち
の
心
の
教
育
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

上
川
郡
清
水
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

北
海
道

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

（
八
一
〇
）

市
町
村
費
負
担
教
職
員
任
用
事
業
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○
内
閣
府
告
示
第
七
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

青
森
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
創
造
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

八
戸
市
、
十
和
田
市
、
三
沢
市
及
び
む
つ
市
並
び
に
青
森
県
東
津
軽
郡
平
内
町
、
上
北
郡

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

野
辺
地
町
、
七
戸
町
、
百
石
町
、
十
和
田
湖
町
、
六
戸
町
、
横
浜
町
、
上
北
町
、
東
北
町
、
天
間
林
村
、
下
田
町
及
び
六
ヶ

所
村
並
び
に
下
北
郡
東
通
村
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

資
本
関
係
等
に
よ
ら
な
い
密
接
な
関
係
に
よ
る
電
力
の
特
定
供
給
事
業
（

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）
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一
一
〇
三
）
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○
内
閣
府
告
示
第
七
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

一
関
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

幼
稚
園
早
期
入
園
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

一
関
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

三
歳
未
満
児
に
係
る
幼
稚
園
入
園
事
業
（
八
〇
六
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）
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○
内
閣
府
告
示
第
七
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

宮
城
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

み
や
ぎ
教
育
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

宮
城
県
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

高
等
学
校
等
に
お
け
る
学
校
外
学
修
の
認
定
可
能
単
位
数
拡
大
事
業
（
八

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

〇
四
）
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○
内
閣
府
告
示
第
七
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

会
津
若
松
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

会
津
若
松
市
Ｉ
Ｔ
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

会
津
若
松
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

構
造
改
革
特
別
区
域
研
究
開
発
学
校
設
置
事
業
（
八
〇
二
）
及
び
Ｉ
Ｔ
等

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

の
活
用
に
よ
る
不
登
校
児
童
生
徒
の
学
習
機
会
拡
大
事
業
（
八
〇
五
）
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○
内
閣
府
告
示
第
七
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

埼
玉
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

食
と
農
の
担
い
手
づ
く
り
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

埼
玉
県
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

農
業
者
研
修
教
育
施
設
の
長
に
よ
る
無
料
職
業
紹
介
事
業
（
九
〇
五
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）
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○
内
閣
府
告
示
第
七
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

狭
山
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

外
国
語
早
期
教
育
推
進
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

狭
山
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

構
造
改
革
特
別
区
域
研
究
開
発
学
校
設
置
事
業
（
八
〇
二
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）
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○
内
閣
府
告
示
第
七
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

戸
田
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

国
際
理
解
教
育
推
進
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

戸
田
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

構
造
改
革
特
別
区
域
研
究
開
発
学
校
設
置
事
業
（
八
〇
二
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



- 13 -

○
内
閣
府
告
示
第
八
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

新
座
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

国
際
化
教
育
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

新
座
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

構
造
改
革
特
別
区
域
研
究
開
発
学
校
設
置
事
業
（
八
〇
二
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



- 14 -

○
内
閣
府
告
示
第
八
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

千
葉
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

千
葉
県
新
産
業
創
出
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

千
葉
市
、
柏
市
、
松
戸
市
、
木
更
津
市
及
び
君
津
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

国
立
大
学
教
員
等
の
勤
務
時
間
内
研
究
成
果
活
用
兼
業
事
業
（
二
〇
二
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

、
外
国
人
研
究
者
受
入
れ
促
進
事
業
（
五
〇
一
、
五
〇
二
及
び
五
〇
三
）
、
特
定
事
業
等
に
係
る
外
国
人
の
入
国
・
在
留
諸
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申
請
優
先
処
理
事
業
（
五
〇
四
）
、
国
の
試
験
研
究
施
設
の
使
用
手
続
き
の
迅
速
化
事
業
（
七
〇
四
）
、
国
の
試
験
研
究
施

設
の
使
用
の
容
易
化
事
業
（
七
〇
五
）
及
び
国
有
施
設
等
の
廉
価
使
用
の
拡
大
に
よ
る
研
究
交
流
促
進
事
業
（
八
一
三
及
び

八
一
五
）
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○
内
閣
府
告
示
第
八
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

千
葉
県
及
び
成
田
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

国
際
教
育
推
進
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

成
田
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

構
造
改
革
特
別
区
域
研
究
開
発
学
校
設
置
事
業
（
八
〇
二
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）
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○
内
閣
府
告
示
第
八
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

東
京
都
世
田
谷
区

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
移
送
協
働
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

東
京
都
世
田
谷
区
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
運
送
可
能
化
事
業
（

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

一
二
〇
六
）
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○
内
閣
府
告
示
第
八
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

東
京
都
荒
川
区

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

国
際
都
市
「
あ
ら
か
わ
」
の
形
成
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

東
京
都
荒
川
区
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

構
造
改
革
特
別
区
域
研
究
開
発
学
校
設
置
事
業
（
八
〇
二
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）
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○
内
閣
府
告
示
第
八
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

神
奈
川
県
及
び
横
浜
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

京
浜
臨
海
部
再
生
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

横
浜
市
鶴
見
区
及
び
神
奈
川
区
の
区
域
の
一
部
（
臨
海
部
の
工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

域
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

外
国
人
研
究
者
受
入
れ
促
進
事
業
（
五
〇
一
、
五
〇
二
及
び
五
〇
三
）
、

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



- 20 -

特
定
事
業
等
に
係
る
外
国
人
の
入
国
・
在
留
諸
申
請
優
先
処
理
事
業
（
五
〇
四
）
及
び
特
定
事
業
等
に
係
る
外
国
人
の
永
住

許
可
弾
力
化
事
業
（
五
〇
五
）
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○
内
閣
府
告
示
第
八
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

神
奈
川
県
及
び
横
浜
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

Ｄ
Ｍ
Ｅ
普
及
モ
デ
ル
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

横
浜
市
鶴
見
区
及
び
神
奈
川
区
並
び
に
川
崎
市
川
崎
区
の
区
域
の
一
部
（
京
浜
臨
海
部
）

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

ジ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
試
験
研
究
施
設
の
変
更
工
事
手
続
簡
素
化
事
業
（
一

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

一
〇
七
）
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○
内
閣
府
告
示
第
八
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

神
奈
川
県
及
び
川
崎
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

国
際
環
境
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

川
崎
市
川
崎
区
の
区
域
の
う
ち
県
道
東
京
大
師
横
浜
以
南
の
区
域
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

外
国
人
研
究
者
受
入
れ
促
進
事
業
（
五
〇
一
、
五
〇
二
及
び
五
〇
三
）
及

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）
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び
特
定
事
業
等
に
係
る
外
国
人
の
入
国
・
在
留
諸
申
請
優
先
処
理
事
業
（
五
〇
四
）



- 24 -

○
内
閣
府
告
示
第
八
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

神
奈
川
県
及
び
川
崎
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

国
際
臨
空
産
業
・
物
流
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

横
浜
市
鶴
見
区
及
び
神
奈
川
区
並
び
に
川
崎
市
川
崎
区
の
区
域
の
一
部
（
京
浜
臨
海
部
）

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

臨
時
開
庁
手
数
料
の
軽
減
に
よ
る
貿
易
の
促
進
事
業
（
七
〇
一
）
及
び
税

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）
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（

）

関
の
執
務
時
間
外
に
お
け
る
通
関
体
制
の
整
備
に
よ
る
貿
易
の
促
進
事
業

七
〇
二
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○
内
閣
府
告
示
第
八
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

小
田
原
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

都
市
農
業
成
長
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

小
田
原
市
の
区
域
の
う
ち
農
業
振
興
地
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸

付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）
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○
内
閣
府
告
示
第
九
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

新
潟
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

新
潟
県
農
業
大
学
校
ア
グ
リ
ワ
ー
ク
サ
ポ
ー
ト
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

新
潟
県
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

農
業
者
研
修
教
育
施
設
の
長
に
よ
る
無
料
職
業
紹
介
事
業
（
九
〇
五
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）
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○
内
閣
府
告
示
第
九
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

石
川
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

石
川
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
促
進
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

七
尾
市
、
輪
島
市
、
珠
洲
市
及
び
羽
咋
市
並
び
に
石
川
県
羽
咋
郡
富
来
町
、
志
雄
町
、
志

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

賀
町
及
び
押
水
町
、
鹿
島
郡
田
鶴
浜
町
、
鳥
屋
町
、
中
島
町
、
鹿
島
町
、
能
登
島
町
及
び
鹿
西
町
、
鳳
至
郡
穴
水
町
、
門
前

町
、
能
都
町
及
び
柳
田
村
並
び
に
珠
洲
郡
内
浦
町
の
全
域
並
び
に
金
沢
市
の
区
域
の
一
部
（
中
山
間
地
域
）
（
詳
細
は
内
閣

府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）
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五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

農
家
民
宿
に
お
け
る
簡
易
な
消
防
用
設
備
等
の
容
認
事
業
（
四
〇
七
）
及

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）
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○
内
閣
府
告
示
第
九
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

石
川
県
及
び
石
川
県
能
美
郡
辰
口
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

新
産
業
創
造
拠
点
化
推
進

石
川
県
能
美
郡
辰
口
町
の
区
域
の
一
部
（
い
し
か
わ
サ
イ
エ
ン
ス
パ
ー
ク
）
（
詳
細
は
内

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

土
地
開
発
公
社
の
所
有
す
る
造
成
地
の
賃
貸
事
業
（
四
〇
三
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）
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○
内
閣
府
告
示
第
九
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

富
士
吉
田
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

幼
稚
園
入
園
事
業
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

富
士
吉
田
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

三
歳
未
満
児
に
係
る
幼
稚
園
入
園
事
業
（
八
〇
六
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）
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○
内
閣
府
告
示
第
九
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

山
梨
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

山
梨
市
農
地
い
き
い
き
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

山
梨
市
の
区
域
の
一
部
（
笛
吹
川
右
岸
区
域
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
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付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）
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○
内
閣
府
告
示
第
九
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

長
野
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県
農
業
大
学
校
ガ
イ
ダ
ン
ス
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
野
県
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

農
業
者
研
修
教
育
施
設
の
長
に
よ
る
無
料
職
業
紹
介
事
業
（
九
〇
五
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）
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○
内
閣
府
告
示
第
九
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

長
野
県
及
び
長
野
県
小
県
郡
青
木
村

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

青
木
村
都
市
農
村
交
流
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
野
県
小
県
郡
青
木
村
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

事
業
（
一
〇
〇
二
）



- 36 -

○
内
閣
府
告
示
第
九
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

長
野
県
及
び
長
野
県
下
伊
那
郡
売
木
村

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

売
木
村
ふ
れ
あ
い
交
流
農
園
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
野
県
下
伊
那
郡
売
木
村
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

）

事
業
（
一
〇
〇
二



- 37 -

○
内
閣
府
告
示
第
九
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

長
野
県
及
び
長
野
県
下
伊
那
郡
大
鹿
村

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

大
鹿
村
中
山
間
地
農
業
活
性
化
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
野
県
下
伊
那
郡
大
鹿
村
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



- 38 -

○
内
閣
府
告
示
第
九
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

長
野
県
及
び
長
野
県
木
曽
郡
木
曽
福
島
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

木
曽
福
島
町
都
市
農
村
交
流
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
野
県
木
曽
郡
木
曽
福
島
町
の
区
域
の
一
部
（
旧
新
開
村
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



- 39 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

長
野
県
及
び
長
野
県
東
筑
摩
郡
波
田
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

波
田
町
都
市
農
村
交
流
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
野
県
東
筑
摩
郡
波
田
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

事
業
（
一
〇
〇
二
）



- 40 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

長
野
県
及
び
長
野
県
南
安
曇
郡
梓
川
村

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

梓
川
村
地
域
活
性
化
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
野
県
南
安
曇
郡
梓
川
村
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



- 41 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

飯
田
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

南
信
州
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

飯
田
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

農
家
民
宿
に
お
け
る
簡
易
な
消
防
用
設
備
等
の
容
認
事
業
（
四
〇
七
）
、

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



- 42 -

及
び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



- 43 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

南
佐
久
郡
小
海
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県

小
海
町
福
祉
輸
送
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
野
県
南
佐
久
郡
小
海
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
運
送
可
能
化
事
業
（

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

一
二
〇
六
）



- 44 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

木
曽
郡
大
桑
村

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県

切
磋
琢
磨
と
こ
ま
や
か
学
習
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
野
県
木
曽
郡
大
桑
村
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

市
町
村
費
負
担
教
職
員
任
用
事
業
（
八
一
〇
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



- 45 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

長
野
県
木
曽
郡
大
桑
村

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

大
桑
村
障
害
者
地
域
ケ
ア
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
野
県
木
曽
郡
大
桑
村
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
に
お
け
る
知
的
障
害
者
及
び
障
害
児
の
受
入
事

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

業
（
九
〇
六
）



- 46 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

下
高
井
郡
木
島
平
村

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県

木
島
平
村
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
バ
リ
ア
フ
リ
ー
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
野
県
下
高
井
郡
木
島
平
村
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
に
お
け
る
知
的
障
害
者
及
び
障
害
児
の
受
入
事

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

業
（
九
〇
六
）



- 47 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

岐
阜
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
特
区

岐
阜
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

肢
体
不
自
由
児
施
設
等
に
お
け
る
調
理
業
務
の
外
部
委
託
事
業
（
九
〇
九

）



- 48 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

多
治
見
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

キ
キ
ョ
ウ
学
習
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

多
治
見
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｉ
Ｔ
等
の
活
用
に
よ
る
不
登
校
児
童
生
徒
の
学
習
機
会
拡
大
事
業
（
八
〇

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

五
）



- 49 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

可
児
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

Ｉ
Ｔ
等
を
活
用
し
た
学
校
復
帰
支
援
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

可
児
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｉ
Ｔ
等
の
活
用
に
よ
る
不
登
校
児
童
生
徒
の
学
習
機
会
拡
大
事
業
（
八
〇

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

五
）



- 50 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

静
岡
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

先
端
健
康
産
業
集
積
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

三
島
市
及
び
静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

外
国
人
研
究
者
受
入
れ
促
進
事
業
（
五
〇
一
、
五
〇
二
及
び
五
〇
三
）
及

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

び
特
定
事
業
等
に
係
る
外
国
人
の
入
国
・
在
留
諸
申
請
優
先
処
理
事
業
（
五
〇
四
）



- 51 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

愛
知
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

中
部
臨
空
都
市
国
際
交
流
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

常
滑
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

公
有
水
面
埋
立
地
の
用
途
変
更
等
の
柔
軟
化
事
業
（
一
二
〇
一
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



- 52 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

愛
知
県
、
豊
橋
市
及
び
蒲
郡
市
並
び
に
愛
知
県
宝
飯
郡
御
津
町
及
び
渥

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

美
郡
田
原
町

国
際
自
動
車
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

豊
橋
市
及
び
蒲
郡
市
並
び
に
愛
知
県
宝
飯
郡
御
津
町
及
び
渥
美
郡
田
原
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

外
国
人
研
究
者
受
入
れ
促
進
事
業
（
五
〇
一
、
五
〇
二
及
び
五
〇
三
）
、

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



- 53 -

特
定
事
業
等
に
係
る
外
国
人
の
入
国
・
在
留
諸
申
請
優
先
処
理
事
業
（
五
〇
四
）
、
国
の
試
験
研
究
施
設
の
使
用
手
続
き
の

迅
速
化
事
業
（
七
〇
四
）
、
国
の
試
験
研
究
施
設
の
使
用
の
容
易
化
事
業
（
七
〇
五
）
、
国
有
施
設
等
の
廉
価
使
用
の
拡
大

に
よ
る
研
究
交
流
促
進
事
業
（
八
一
三
及
び
八
一
五
）
及
び
自
動
車
の
回
送
運
行
時
に
お
け
る
仮
ナ
ン
バ
ー
表
示
の
柔
軟
化

事
業
（
一
二
〇
四
）



- 54 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

長
浜
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
都
市
構
想
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
浜
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

構
造
改
革
特
別
区
域
研
究
開
発
学
校
設
置
事
業
（
八
〇
二
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



- 55 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

京
都
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

京
の
人
づ
く
り
推
進
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

京
都
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

市
町
村
費
負
担
教
職
員
任
用
事
業
（
八
一
〇
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



- 56 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

綾
部
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

綾
部
市
農
村
交
流
促
進
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

綾
部
市
の
区
域
の
う
ち
市
街
化
区
域
を
除
く
区
域
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

農
家
民
宿
に
お
け
る
簡
易
な
消
防
用
設
備
等
の
容
認
事
業
（
四
〇
七
）
及

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



- 57 -

び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



- 58 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

亀
岡
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

都
市
・
農
村
ふ
れ
あ
い
交
流
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

亀
岡
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

事
業
（
一
〇
〇
二
）



- 59 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

兵
庫
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

国
際
経
済
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

尼
崎
市
、
西
宮
市
及
び
芦
屋
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

外
国
人
研
究
者
受
入
れ
促
進
事
業
（
五
〇
一
、
五
〇
二
及
び
五
〇
三
）
及

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

び
特
定
事
業
等
に
係
る
外
国
人
の
入
国
・
在
留
諸
申
請
優
先
処
理
事
業
（
五
〇
四
）



- 60 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

兵
庫
県
及
び
加
西
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

産
業
集
積
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

加
西
市
の
区
域
の
一
部
（
加
西
南
産
業
団
地
及
び
加
西
東
産
業
団
地
）
（
詳
細
は
内
閣
府

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

土
地
開
発
公
社
の
所
有
す
る
造
成
地
の
賃
貸
事
業
（
四
〇
三
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



- 61 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

兵
庫
県
並
び
に
兵
庫
県
津
名
郡
淡
路
町
、
北
淡
町
及
び
東
浦
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

自
然
産
業
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

兵
庫
県
津
名
郡
淡
路
町
、
北
淡
町
及
び
東
浦
町
の
区
域
の
一
部
（
淡
路
島
北
部
丘
陵
地
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

の
開
発
農
地
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸



- 62 -

付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



- 63 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

高
砂
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

都
市
近
郊
型
産
業
集
積
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

高
砂
市
の
区
域
の
一
部
（
高
砂
工
業
公
園
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

土
地
開
発
公
社
の
所
有
す
る
造
成
地
の
賃
貸
事
業
（
四
〇
三
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



- 64 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

氷
上
郡
市
島
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

兵
庫
県

環
境
保
全
型
農
業
等
推
進
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

兵
庫
県
氷
上
郡
市
島
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



- 65 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

岡
山
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

Ｉ
Ｔ
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

岡
山
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

空
中
線
利
得
を
増
大
し
た
五

帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
導
入
事
業

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

GHz

（
四
〇
五
）



- 66 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

広
島
県
及
び
福
山
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

び
ん
ご
産
業
再
生
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

福
山
市
箕
沖
町
の
全
域
及
び
草
戸
町
の
区
域
の
一
部
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

再
生
資
源
を
利
用
し
た
ア
ル
コ
ー
ル
製
造
事
業
（
一
一
〇
一
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



- 67 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

三
次
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

み
よ
し
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

教
育
都
市

三
次
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

市
町
村
費
負
担
教
職
員
任
用
事
業
（
八
一
〇
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



- 68 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

山
口
県
及
び
宇
部
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

宇
部
地
域
産
学
公
連
携
研
究
開
発
促
進
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

宇
部
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

国
の
試
験
研
究
施
設
の
使
用
手
続
き
の
迅
速
化
事
業
（
七
〇
四
）
、
国
の

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

試
験
研
究
施
設
の
使
用
の
容
易
化
事
業
（
七
〇
五
）
及
び
国
有
施
設
等
の
廉
価
使
用
の
拡
大
に
よ
る
研
究
交
流
促
進
事
業
（



- 69 -

八
一
三
及
び
八
一
五
）



- 70 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

勝
浦
郡
上
勝
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

徳
島
県

上
勝
町
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

徳
島
県
勝
浦
郡
上
勝
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

交
通
機
関
空
白
の
過
疎
地
に
お
け
る
有
償
運
送
可
能
化
事
業
（
一
二
〇
七

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

）



- 71 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

愛
媛
県
、
松
山
市
及
び
愛
媛
県
温
泉
郡
重
信
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

愛
媛
バ
イ
オ
研
究
開
発
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

松
山
市
及
び
愛
媛
県
温
泉
郡
重
信
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

国
立
大
学
教
員
等
の
勤
務
時
間
内
研
究
成
果
活
用
兼
業
事
業
（
二
〇
二
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

及
び
国
有
施
設
等
の
廉
価
使
用
の
拡
大
に
よ
る
研
究
交
流
促
進
事
業
（
八
一
三
及
び
八
一
五
）



- 72 -

○
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

菊
池
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

菊
池
市
福
祉
サ
ー
ビ
ス
応
援
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

菊
池
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
に
お
け
る
知
的
障
害
者
及
び
障
害
児
の
受
入
事

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

業
（
九
〇
六
）
及
び
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
運
送
可
能
化
事
業
（
一
二
〇
六
）


